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巻 頭 言       気になった出来事あれこれ 

中部事務所長 岡 朋史 

 

最近は、有難いことに、公正取引委員会に関連する出来事に関して、新聞やテレビで取り上げ

られることが増えているようです。その中で、ここ３か月あまりを振り返って、少し気になっていることを

書いてみました。 

なお、中部事務所限定内輪ニュースとしては、４月に２名の新人さんがスタッフとして新たに加

わりました！そのうちの一人には本号でも初々しい essay を披露してもらっています。 

  

（「スマホソフトウェア競争促進法」の制定） 

最近の公取関連のニュースで、やはり、最もホットなニュースとしては、６月 13 日に国会で制定

して頂いた「スマホソフトウェア競争促進法」ではないでしょうか。 

この法律は、スマホの利用に特に必要なソフトウェア（モバイル OS、アプリストア、ブラウザ、検索

エンジン）において競争環境の整備を行うものであり、これらソフトウェアを提供する事業者のうち

規制対象事業者を指定し、指定事業者に対する禁止事項や遵守事項の整備するものです。ま

た規制の実効性確保のための措置として、算定率 20％の課徴金納付命令等の規定を設けてい

ます。 

ここでは法律の詳細な中身については割愛しますが、刮目すべき点としては、大げさな言い方か

もしれませんが、ＩＴ関連分野に限られているとはいえ、競争政策のパラダイムシフトのようなもの

が行われたのでないかということです。パラダイムシフト、具体的には「事後規制」から「事前規制」の

ルール変更です1。 

 

競争政策とは、経済構造(S)、企業行動（C）、パフォーマンス（P）のそれぞれの関係性を

分析し、どのような仕組みでマーケットメカニズムが働かなくなっているのか、市場が機能不全に陥っ

ているのかを明らかにし、その点を是正していく政策であると考えています。（なお、このようなアプロ

ーチを「Theory of harm」と呼んでいます。） 

この考え方は、逆から考えると、一見、競争阻害的に見えても、マーケットメカニズムが機能して

いるなら過度な規制は控えるべきとの考え方でもあり、つまりは、しっかり検証してから対応しようとい

うスタンスになります。自然、「事後規制」ということになりますね。 

 

では、今回の法律で「事前規制」ルールを打ち出したのは、過剰な規制と言えるものでしょうか？ 

私は必ずしもそうとは言えないと考えています。それはデジタルプラットフォームの特性からそのように

考えました。 

                                                      
1 なお、少し細かいのですが、企業結合に関しては従前から事前規制です。 
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アマゾンやグーグル、アップル等の巨大なデジタルプラットフォーム事業者が、今までの独占企業と

大きく異なっているのは、ある一定の規模（クリティカルマス）を超えると、経済学でいう間接ネット

ワーク効果やフィードバック効果を通じて、市場の集中が加速することです。 

そもそもプラットフォーム事業は、デジタル技術を積極的に用いていない時代においても市場集

中する傾向はあったと思いますが、デジタル技術によってリサーチコストつまり需要と供給のマッチング

に係る諸々の諸費用が劇的に小さくなることで、デジタルプラットフォーム事業においては、市場集

中が劇的に進みます。このような市場集中を成しえた事業者は、強力な競争力を獲得し、他者を

市場から排除することで、「Winner takes all」つまり「一人勝ち」的な状況を生み出していきま

す。  

 

仮に、市場の集中によって強力な競争力を有するようになったデジタルプラットフォーム事業者

が、何らかの競争阻害的な行為を行った場合はどうなるでしょうか？  

必要な対応が少しでも遅れたりすると、取返しのできない大きな損失を生み出すかもしれませ

ん。そのように考えていくと、今回の法律による「事前規制」とは、デジタルという技術に対応した、新

たな競争政策の在り方とも捉えることができると思っています。（このあたりについて、「公取中部だ

より 2024 年春号」の「競争政策、ことはじめ（その２）」においても少し解説しておりますので、ご

興味があればご覧頂ければと思います。） 

 

なお、このような動きは、国際的にも同様でして、EU（欧州委員会）では、DMA（デジタル

市場法）を制定し、コアプラットフォームサービスでゲートキーパー要件を満たす大規模事業者に

対して、既に事前規制を導入しています。 

ちなみにデジタル事業者に対する EU の規制が結果的に世界の他地域に影響を及ぼしていくこ

とを、欧州委員会の置かれている都市であるブリュッセルにちなんで、ブリュッセル効果と呼んでいる

ようです。 

 

（昨年度の中部事務所の成績は？） 

 中部事務所では、毎年、独占禁止法、下請法の運用状況の公表を行っているのですが、令和

５年度の運用状況の公表は、７月中旬以降になりそうです。事務所としては、いわば昨年度の

“通信簿？”をお見せするようなものでもあるので、少し緊張するイベントでもあります。 

現時点（６月）では計数の確認を行っている最中ですので、最終的に数字が固まっているわ

けではないのですが、大体の概略を見てみますと、独禁法では処理件数（警告、注意等）は令

和４年度のパフォーマンスを上回りそうです。また、下請法においても８００件余りの処理（指

導、勧告）を行うことができそうで、このうちの一件に関しては勧告事案もありました。勧告とは、下

請事業者に与える影響の大きい事案に対する執行でして、中部事務所としては数年ぶりに行いま

した。 

なお、今年度（令和６年度）に入ってからではありますが、独禁法に関しては、５月には、「名
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古屋市が発注する中学校スクールランチ調理等業務の入札参加業者に対する件」で、法的措置

として、排除措置命令及び課徴金納付命令を行いました。下請法に関しても６月には、新たに

一件の勧告を行いました。これらの事案についてもテレビや新聞で報道して頂きましてので、お気づ

きになられた方も多かったのではないでしょうか。 

 

これらの成果について、まだまだ不十分な面があるとのお声もあるかもしれませんが、私としては、

事務所のスタッフに対して、しっかりと取り組んでいると、正直、少し誇らしげな気持ちでもあります。 

ただ、あえて強調しておきたいのですが、私は執行を増やすことのみが重要だとは思っていませ

ん。何よりも重要なのは、市場において競争阻害的な行為が減少することだと思っています。そのた

めにも、どのよう行為が独禁法や下請法において違反や違反のおそれになるのか皆さんにしっかりと

お伝えすることが大変重要な取組だと考えておりますし、このような取組についてしっかりと力を入れ

ていきたいと考えております。もちろん、この「公取中部だより」もそういったことに少しでも貢献できれ

ばいいなと思っています。  
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Ⅰ 公正取引委員会の動き 

令和６年４月～６月の公正取引委員会の主な報道発表について紹介します。 

独占禁止法 

排除措置命令・確約計画の認定・警告等（※は中部事務所が担当したもの） 

➢  (令和 6 年 4 月 22 日)Google LLC から申請があった確約計画の認定について 

➢ (令和 6 年 5 月 15 日)佐賀県有明海漁業協同組合に対する排除措置命令につい

て 

➢ (令和 6 年 5 月 15 日)熊本県漁業協同組合連合会に対する排除措置命令につい

て 

➢ (令和 6 年 5 月 22 日)名古屋市が発注する中学校スクールランチ調理等業務の入

札参加業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令等について 

☛ Pick Up 名古屋市の中学校スクールランチ調理等業務での入札談合事件 

給食分野における入札談合で法的措置を採った初めての案件です。 

名古屋市が市立中学校（110 校）で提供している中学校スクールランチ（学校給

食）の調理等の業務の入札において、入札参加業者 8 社が受注予定者を決定するな

どの行為を行っていたことから、6 社に対し排除措置命令を行うとともに総額 3 億 9296

万円の課徴金納付命令を行いました。 

 

➢ (令和 6 年 5 月 30 日)青森市が発注する新型コロナウイルス感染症患者移送業務

の入札参加業者らに対する排除措置命令等について 

実態調査 

➢ (令和 6 年 5 月 29 日)電気自動車（EV）充電サービスに関する第二次実態調査に

ついて 

その他 

➢ (令和 6 年 4 月 16 日)物流革新に向けた政策パッケージ関係省庁連携協定の締結

について 

➢ (令和 6 年 4 月 18 日)音楽・放送番組等の実演家（アーティスト、俳優、タレント

等）と所属事務所との契約等についての情報提供フォームの設置について 

➢ (令和 6 年 4 月 24 日)「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占

禁止法上の考え方」 の改定について 

➢ (令和 6 年 4 月 26 日)「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争

の促進に関する法律案」の閣議決定等について 

➢ (令和 6 年 5 月 28 日)令和 5 年度における独占禁止法違反事件の処理状況につ

いて 

※ 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/apr/240422_digijyo.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/20240515dai4saga.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/20240515dai4saga.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/20240515dai4.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/20240515dai4.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/240522_chubu_shinsa.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/240522_chubu_shinsa.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/20240530dai2.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/20240530dai2.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/240529_ev2.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/240529_ev2.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/apr/240416_kinki_shitauke.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/apr/240416_kinki_shitauke.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/apr/240418_geinou.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/apr/240418_geinou.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/apr/240424_green.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/apr/240424_green.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/apr/240426_digitaloffice.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/apr/240426_digitaloffice.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/240528_kanki.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/240528_kanki.html
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※ 

➢ (令和 6 年 6 月 6 日)令和 5 年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査

結果及び優越的地位の濫用事案の処理状況について 

➢ (令和 6 年 6 月 13 日)独占禁止法に関する相談事例集(令和 5 年度)について 

 

下請法（※は中部事務所が担当したもの） 

➢ (令和 6 年 4 月 1 日)「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正

（案）に対する意見募集について 

➢ (令和 6 年 4 月 30 日）「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導

基準の変更について」 の発出について 

➢ (令和 6 年 5 月 8 日)令和 6 年度「下請取引適正化推進月間」キャンペーン標語の

一般公募について 

➢ (令和 6 年 5 月 22 日)生活協同組合コープさっぽろに対する勧告について 

➢ (令和 6 年 5 月 27 日)「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正に

ついて 

➢ (令和 6 年 6 月 5 日)令和 5 年度における下請法の運用状況及び中小事業者等の

取引公正化に向けた取組 

➢ (令和 6 年 6 月 14 日) 三井食品工業株式会社に対する勧告について 

☛ Pick Up   

愛知県に所在する三井食品工業㈱（漬物の製造販売業者）に対し、下請事業者

に責任（不良品や数量不足）がないのに下請代金を減額したとして、下請法の勧告

を行いました。 

下請法違反というと、先日の日産自動車㈱に対する勧告のように、工業の分野を思

い浮かべることが多いかもしれませんが、本件のような食品の分野にも下請法の適用があ

ります（⇒詳しくはこちらから）。 

 

景品表示法 

➢ (令和 6 年 5 月 28 日)中国電力株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付

命令について 

➢ (令和 6 年 5 月 30 日)株式会社那覇直葬センターに対する景品表示法に基づく措置

命令について 

 

 

 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/jun/240606_buttokuchousakekka.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/jun/240606_buttokuchousakekka.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/jun/240613.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/apr/240401_publiccomment.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/apr/240401_publiccomment.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/apr/240430_tegata.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/apr/240430_tegata.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/240508.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/240508.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/240522_hokkaido_shitauke.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/240527_unyou.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/240527_unyou.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/jun/240605.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/jun/240605.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/jun/240614_chubu_shitauke.html
https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/gaiyo.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/240528_chugoku_keihyou.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/240528_chugoku_keihyou.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/240530okinawa.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/240530okinawa.html
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                         公正取引委員会 中部事務所 齋藤 誠誉 

 

皆さん「ラウンドアバウト」ってご存じですか？ 「ラウンド＝円」で「アバウト＝だいたい」だから、

楕円？？？ 何のこっちゃですね。正解はこちら（↓）。 

 

     

 

中部事務所が入居する合同庁舎の前の交差点は「ラウンドアバウト（環状交差点）」に

なっており、この写真は中部事務所（８階）から撮影したものです。 

 

４年前の２０２０年９月から、この交差点でのラウンドアバウトの試行運用が始まり、昨

年２０２３年９月から本運用となりました。 

 

このコラムを書いている最中、日本にラウンドアバウトが何か所あるのかをインターネットで調

べてみたところ、１５５か所でした（警察庁ＨＰ（注１）。２０２３年５月末時点）。ち

なみに、中部事務所管内の県別の設置数は次のとおりでした。 

富山県 石川県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 

1 4 3 9 12 3 

では、ラウンドアバウトを通過する際のルールはどうなっているのでしょうか？ この交差点を

管理する名古屋市のＨＰ（注２）からイラストを引用します。 

  

【COLUMN】 右回りでお願いします 
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一例として、自動車が守らなければならないルールを引用しましたが、歩行者や自転車も、

それぞれが守らなければならないルールが決められています。つまり、ラウンドアバウトという場

所を通過する際の「お作法」が決められているのであり、各利用者がこの「お作法」を守って

こそ、皆がラウンドアバウトを安全に通過することができるのです。 

 

実は、このことは、公正取引委員会の任務である「公正で自由な競争」の促進と、それによ

る成長の実現に似ているように思います。 

 

例えば、ラウンドアバウト〔市場〕では、そこに進入してきた自動車〔企業〕は右回り（時計

回り）に進まなければなりません。もしも、左回り（反時計回り）に進んでしまったら、対向

してくる自動車と正面衝突して大事故になってしまいます。 

 

また、歩行者〔企業〕は、ラウンドアバウトの横断歩道〔市場〕を渡る前は右を見て、真ん中

の分離島では左を確認することが安全確保に必要です。自転車〔企業〕は、ラウンドアバウ

ト〔市場〕内では、自動車と接触しないように（並走せずに）自動車の前後を走ることが

大切です。 

 

このように、自動車・歩行者・自転車に対する「お作法」が決められていて、皆がこれを守る

からラウンドアバウトを安全に通過することができるのと同じように、市場で活動する企業がそ

の基本的なルールである独占禁止法・下請法を守るからこそ健全な成長が期待できるの

です。 
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ラウンドアバウトは日本ではまだ馴染みが薄く、「お作法」を知らない人が多いため、右回り

であることを示す自動車向けの大きな看板や、横断時には右を確認する旨の歩行者向け

の道路標示がなされています。同じように、独占禁止法・下請法についても、まずは、その

ルールを多くの方に知っていただくことが健全な成長のために大切だと思います。 

 

※ 今回の「公取中部だより」には、独占禁止法教室（大学生・院生向け）で使用して

いる resume が掲載されています。独占禁止法・下請法の概要を知りたい方は、P20

以降をご覧ください！ 

 

ところで、交差点をラウンドアバウトにすることのメリットは何でしょう？ 

いろいろと調べてみたところ、概ね、次のメリットがあることが分かりました。 

 

交差点をラウンドアバウトとすることのメリット 

 

１ 安全性の向上 

・自動車の走行速度が抑制でき、重大事故が起きにくくなる。 

・自動車が歩行者に道を譲る割合が高くなる。 

・車道を逆走する自転車の割合が減る。 

 

２ 円滑性の向上 

・赤信号による待ち時間が削減できる。 

・五差路のような特殊な交差点でも効率的な交通処理ができる。 

 

３ 環境コスト等の低減 

・信号機がないため、交差点の整備・維持のコストを削減できる。 

・信号機がないため、そのための電力を使わない。 

・赤信号によるアイドリングに伴うＣＯ２等の排出が削減できる。 

 

４ 災害時でも対応可能 

・信号機に頼らないため、停電時でも交差点として機能する。 



9 

 

 

以上の４つのメリットのうち、「３ 環境コスト等の低減」をご覧ください。 

 

ラウンドアバウトには信号機がありませんので、まず、信号機を調達するコストは不要ですし、

当然、信号機をメンテナンスするコストも不要です（調達のための「事務コスト」も不要で

す。）。 

 

また、信号機は２４時間・３６５日稼働させる必要がありますが、これがなければ、そのた

めの電力は不要となります（電気料金も！）。さらに、ラウンドアバウトは、赤信号のような

「待ち時間」がありませんので、停車中の排気ガスも減りますし、長い信号待ちでイライラす

ることもありません。 

 

つまり、自動車・歩行者・自転車が、それぞれ「お作法」を守ってラウンドアバウトを通過して

くれるのであれば、全体として、従来必要であった様々なコストやエネルギーを節約でき、地

球温暖化の原因といわれる二酸化炭素の削減にも貢献できるということです。良いことづく

しですね。 

 

このことは、企業が独占禁止法や下請法という「お作法」を守って市場で活動することを期

待できるのであれば、国は規制（信号）自体を減らすことができ、かつ、規制（信号）の

ためのコストを削減でき、また、企業は規制（信号）が存在するが故のコスト負担から解

放されることを示しています。そして、企業も国も、浮いたコストを、より必要性の高い分野

に投入できるという効果も得ることができます。 

 

このコラムでは、独占禁止法・下請法の具体的な内容には触れませんが、ここまでお付き

合いしてくださった方は、独占禁止法や下請法について興味が沸いてきたと思います。 

 

しかし、そうは言っても、独占禁止法の分厚いテキストを買って・・・というのはハードルが高す

ぎるので、まずは手始めに、公正取引委員会ＨＰに掲載の手軽に視聴できる動画をご覧

いただければと思います（なんと無料！ 会員登録の必要もありません。）。 

 

（独占禁止法） 

https://www.jftc.go.jp/houdou/douga.html#link01 

（下請法） 

https://www.jftc.go.jp/houdou/douga.html#link02 

https://www.jftc.go.jp/houdou/douga.html#link01
https://www.jftc.go.jp/houdou/douga.html#link02
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目をつぶって交差点に進入すれば、また、「お作法」を無視して交差点に進入すれば、大ケ

ガをしてしまう・させてしまうことが明らかなように、市場の基本的なルールを無視して・知らず

に企業が活動を行うと、その企業自身だけでなく、他の企業、ひいては国民全体に大いに

迷惑をかけることになりますし、ルールを守れば得られるであろうメリットを自ら手放すことにも

つながりかねません。 

 

そんな痛い目に遭わないために、まずは、公正取引委員会ＨＰをご覧ください！（繰り返

しになりますが、無料かつ会員登録不要です！） 

 

（注１） 

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/kisei/roundabout/0503ka

njoukousaten.pdf 

（注２） 

https://www.city.nagoya.jp/ryokuseidoboku/page/0000125529.html 
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Ⅱ 中部事務所の動き 

 

経済団体との連携 

6 月 17 日 岐阜県商工会議所における経営指導員研修（オンライン） 

6 月 19 日 関係経済団体との連絡会議（オンライン） 

6 月 27 日 岐阜県商工会議所における経営指導員研修（オンライン） 

 

労務費等上昇分の価格転嫁対策 

5 月 27 日 労務費指針について説明（愛知県みよし市） 

6 月 19 日 関係経済団体との連絡会議（オンライン）（再掲） 

 

所管法令説明会 

4 月 16 日 一般社団法人人材派遣協会中部地域協議会における独占禁止法説明会

（名古屋市） 

4 月 18 日 富山県立山町における官製談合防止法研修会（富山県立山町） 

4 月 19 日 富山県立山町における官製談合防止法研修会（富山県立山町） 

4 月 26 日 富山県における官製談合防止法研修会（オンライン） 

4 月 26 日 石川県志賀町における官製談合防止法研修会（オンライン） 

5 月 8 日 静岡県建設技術監理センターにおける官製談合防止法研修会（オンライン） 

5 月 16 日 富山県射水市における官製談合防止法研修会（オンライン） 

5 月 20 日 三重県紀北町における官製談合防止法研修会（三重県紀北町） 

5 月 22 日 独立行政法人金沢医療センターにおける官製談合防止法研修会（オンライ

ン） 

5 月 23 日 石川県における独占禁止法説明会（オンライン） 

5 月 23 日 石川県における官製談合防止法研修会（オンライン） 

5 月 24 日 岐阜県各務原市における官製談合防止法研修会（オンライン） 

5 月 27 日 富山市における官製談合防止法研修会（オンライン） 

5 月 28 日 三重県伊賀市における官製談合防止法研修会（オンライン） 

5 月 29 日 独占禁止法（事業者団体ガイドライン等）説明会（オンライン） 

5 月 30 日 富山県射水市における官製談合防止法研修会（オンライン） 

6 月 5 日 独立行政法人旭労災病院における官製談合防止法研修会（オンライン） 

6 月 12 日 愛知県常滑市における官製談合防止法研修会（オンライン） 

6 月 28 日 三重県菰野町における官製談合防止法研修会（三重県菰野町） 

 

学生向け独占禁止法教室 

4 月 10 日 中京大学における独占禁止法教室（名古屋市） 
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4 月 15 日 金沢学院大学大学院における独禁法教室（金沢市） 

4 月 24 日 金沢学院大学における独禁法教室（金沢市） 

6 月 4 日 愛知県立古知野高校における独禁法教室（愛知県江南市） 

6 月 10 日 静岡大学における独禁法教室（静岡市） 

6 月 25 日 中京大学における独禁法教室（名古屋市） 

6 月 25 日 富山大学における独禁法教室（富山市） 

 

主要な法違反被疑事件処理（再掲） 

5 月 22 日 名古屋市が発注する中学校スクールランチ調理等業務の入札参加業者に対

する排除措置命令及び課徴金納付命令（独占禁止法） 

6 月 14 日 三井食品工業株式会社に対する勧告（下請法） 

 

その他 

5 月 17 日 公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会 製造業部会東海支部

における独占禁止法及び景品表示法の講話（名古屋市） 

5 月 27 日 東海学院大学における消費生活講座（岐阜県各務原市） 

6 月 5 日 金城学院大学における消費生活講座（名古屋市） 

6 月 14 日 中京大学における消費生活講座（名古屋市） 

6 月 28 日 椙山女学園大学における消費生活講座（名古屋市） 
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公正取引委員会 中部事務所 松岡 里香 

 

●入局式 

 私は、競争政策に魅力を感じて、公正取引委員会で働くことを決めました。内定後は入

局することが楽しみで、不安な気持ちは全くありませんでした。しかし入局式前夜、突然不

安になり緊張でうまく寝付けませんでした。 

 ４月１日は少し眠い目をこすりながら、本局に向かいます。前日にホテルから本局まで行

く練習をしていたので当日は迷うことなく到着しました。同期とは１０月の内定式以来で、

久しぶりに会えた同期の元気そうな顔を見られて安心です。 

事務総長から、「入局一年目であってもみなさんは傍から見たらプロなわけですので自覚

を持って仕事に励んでください」といったお言葉をいただきました。そこで改めて、国家公務員

になったこと、公正取引委員会の職員になったことを自覚し、身の引き締まる思いでした。 

 

●研修 

 大学は法学部でしたが、独禁法は履修していなかったので、１からの勉強。 

はじめは競争の実質的制限？公正競争阻害性？という感じでしたが、先生の説明を

聞いていくうちに徐々に分かってきました。とはいえ、まだまだ分からないことが多いですし、独

占禁止法の知識は、公正取引委員会の職員として必須の知識なので、これからも日々

研鑽に努めていきたいと思います。 

 

独禁法以外にビジネスマナーも学びました。ビジネスシーンの多くの基礎を学ぶことが出

来ましたが、一番は挨拶の重要性を学びました。 

ビジネスマナー研修前に先生が「お願いします」とおっしゃった際には緊張から同期誰１

人として返事をしていませんでしたが、研修終了後に「ありがとうございました」と声がそろった

時には私を含め同期全員の成長を感じられました。 

 

●中部事務所への出勤 

 研修を終えて初めて中部事務所に出勤します。この原稿を書いているのは出勤５日目

です。今は、右も左も分からない状況で、先輩に教えてもらってばかりです。少しでも早く仕

事を覚えて、お役に立てるように、頼ってもらえるように、頑張っていこうと思います。 

 

【COLUMN】 新規入局職員の１か月 
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 ●余談 

余談ですが、研修期間中の休日に築地場外市場へ行ってきました！ 

卵焼き、ウナギ、お寿司を食べることができ大満足です。美味しいものを食べて良いリフレ

ッシュになりました。 

 

 

（先輩職員からのひとこと） 

                     

      

公正取引委員会 中部事務所 林 伸明 

 

中部事務所の令和６年度の採用人数は、上記コラムを書いてくれた松岡さんを含めて

２名でした。私が採用担当者となってから初めて入局することとなった二人です。昨年の夏

に官庁訪問で初めてお会いし、こうして中部事務所にお迎えすることができ、とても嬉しく思

っています。 

 

松岡さんが配属された総務課は、広報、人事、会計などの多岐に渡る業務を担当して

います。独占禁止法違反事件の立入検査・事情聴取といった公正取引委員会ならでは

の仕事をするわけではありませんが、事務所がその役割を果たしていくために、必要不可欠

な仕事です。慣れないうちは戸惑うことも多いかと思いますが、一緒にがんばっていきましょう。 

中部事務所の採用人数は、長らく１名採用が続いていましたし、採用がない年度もあ

りましたので、２名は大量採用といっても差し支えないでしょう。 

実は、２名採用は平成 17 年度以来で、なんと 19 年ぶりのことです。これをお読みの

方には、「随分前なのによく正確に分かったな。」と思われるかもしれませんが、平成 17 年

に採用された２名のうちの１名が私ですので、間違いありません。 

 

私が採用された平成 17 年は、まさにこれから課徴金減免制度が導入されようとするとき

でした。（課徴金減免制度は平成 18 年１月から運用が開始） 

課徴金減免制度の導入は、公取委内部はもちろん、世間でも大きな話題となり、公正

取引委員会としての大きな転換点だったと思いますが、ここ最近はさらに大きな転換点を迎

えていると感じています。「うねりの中にいる」と言った方がよいのかもしません。 

 

 

【COLUMN】 ようこそ、公正取引委員会中部事務所へ！ 
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今、公正取引委員会は従来のカルテル・談合事件の対応はもちろん、日進月歩のデジ

タル市場分野の対応や賃上げという政府全体の目標の達成に向け労務費の転嫁を実現

するための取組を行っており、公正取引委員会への注目度・期待度は私が入局した当時

よりもずっと大きくなっていると感じています。 

 

こうした公正取引委員会の取組、つまり、競争政策に共感して入局してくれたお二人で

す。一緒に働くようになって数日ですが、先輩職員教わりながらにテキパキと仕事をしている

姿をみて心強く思っています。 

さらに言えば、数年前まで新人だったその先輩職員が簡潔に、それでいて要点を抑えて

仕事を教えている姿をみて、先輩職員の成長も感じられ、なんだかうれしくなってきます。 

 

楽しい季節です。 

  

これからもどうぞよろしくお願いします。 
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 解説・ノート 

独占禁止法ノート（resume） 

中部事務所長 岡 朋史 

 

 中部事務所では、独占禁止法の考え方に少しでも親しみを持って頂くため、「独占禁止

法教室」と称し、管内の大学や高校・中学校に対して独占禁止法の出張説明を行ってい

ます。 

ここでは、私が大学生、大学院生を対象に行った独占禁止法教室での resume

（P20 以降）をお恥ずかしながらご覧いただこうかなと思います。 

大学生以上ということもあり、多少複雑でも、ある程度正確に知ってもらいたいとの思い

から、経済法や産業組織論を意識した、やや専門性のあるものになっています。受験参考

書をお手本にして、出来るだけコンパクトなものになるように意識はしたつもりです。 

ただ、この resume、いわば設計図のラフな下書きのようなものです。もしご興味がもた

れるようでしたら、是非、独占禁止法等の本格的なテキストをご覧頂ければと思います。 

 

以下では、resume をご覧頂くための橋渡し的な解説を述べておきます。これは、映画

やドラマのオーディオコメンタリーのようなものですが、捉え方のポイントになればいいなと思っ

て書きました。 

 

〇 全体構成 

 resume では、「はじめに」ということで、独占禁止法の背景となっている競争政策につい

て簡単に触れています。（競争政策自体のより詳しい説明は、「2024 年正月号」、

「2024 年春号」に私が寄稿した「競争政策ことはじめ（その１、その２）」をご参照頂くと

有難いです。） 

 

独禁法の目的は、「公正かつ自由な競争を促進」であり、それを実現するために４つの

行為、「不当な取引制限」、「私的独占」、「不公正な取引方法」、「競争制限的な企業

結合」が禁止されていますが、resume では、ローマ数字Ⅰ～Ⅳで、この４つの行為とそ

の関連事項をまとめています。Ⅴでは、独占禁止法の違反に対する措置等として違反事

件の処理フローや処理状況等述べています。 

 

〇 不当な取引制限 

 不当な取引制限は、カルテルや入札談合等を指します。カルテルは価格や供給量等を 
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事業者間で相談して決定する行為であり、入札談合とは事業者（入札参加者）たちが

事前に相談して受注者や受注金額などを決める行為です。 

 

resume では、不当な取引制限として認定するために必要な要件として、「行為要件」

と「効果要件」を解説しています。ご覧頂くとお分かりになると思いますが、これらの要件を精

緻に検討して、違反があるのかどうかを認定していくのは容易なことではありません。 

 

行為要件に関しては、①「共同して」 ②「相互拘束」がキーワードになっていますが、①

②の行為の立証するためには、当事者間の関係性を指し示す有力な証拠が必要になり

ます。「商品の値段が同じような価格になっている」とか「決まった業者のみ落札している」と

いった外形的状況だけでは証拠とはなりえません。そのあたりが事件審査を行う上で我々の

悩みどころの一つでもありますが。。 

そこで事件解決をスムーズに行えるよう、経済学でいう「囚人のジレンマ」を利用して、部

外者では容易に知りえない情報を把握するとともに、カルテルからの離脱を促すように工

夫した仕組みがリニエンシー制度ということになります。 

 

「効果要件」に関しては、「一定の取引分野における競争を実質的に制限」等が要件

になりますが、「一定の取引分野」については、どこまでの商品（役務）の違いを「同一

の商品（役務）」と見なすのかということが考えどころの部分です。代表的な考え方とし

ては、仮想的独占テスト（スニップテスト）があります。 

また、「競争を実質的に制限」とは、ある程度自由に市場を支配することができる状態

をもたらす（市場支配力の形成・維持・強化）ことです。 

 

〇 私的独占 

 私的独占とは、他の事業者の活動を「排除」や「支配」することにより、「競争を実施的

に制限する」ことをいいます。そのため、私的独占の禁止とは、独占状態自体を禁止してい

るのでありません。 

 

「排除」に絞ってみると、違反といっても問題になるのは、「効率に寄らない排除」です。

「効率による排除」つまり財やサービスの品質や効率競争の結果として排除される場合は

当然ながら問題にはなりえません。 

なお、「効率に寄らない排除」としては、「不公正な取引方法」でも問題になる不当廉

売、排他条件付取引、抱き合わせ販売等の取引方法が挙げられます。 

また、私的独占とされるか不公正な取引方法とされるかの判断にあたってはシェアが概ね
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２分の１を超えるか否かを目安としています。 

 

〇 不公正な取引方法 

 resume で例示されている不公正な取引方法をご覧になると、少しでも相手方に条件

をつける取引方法なら「即、アウト（違反）になるのではないか」との印象を持たれるかもし

れません。「なんでもかんでも違反、違反といっているような。。。公取ってこわいな」みたい

な。安心してください！実はそうではありません。 

 

不公正な取引方法の resume をよーくご覧頂くと、赤字で「正当な理由がないのに」と

か、「不当に」と書かれているの見つけることができると思います。この両者は意図的にかき

分けられていて、（隠れた！）重要な意味を持たされています。 

まず、「正当な理由なく・・する」としている取引方法は、「取引方法」そのものに問題が

あるということを意味しています。具体的には不当廉売（法定）や再販売価格の拘束等

が挙げられていますが、このような取引を行った場合は原則違反になります。（逆から考え

ると、正当な理由があった場合には違反にならない場合があるということでもあります） 

 

一方、「不当に・・する」とされている取引方法は、先ほどと反対で、取引方法そのもの

には「不当性」はなく、「不当性」を立証できてはじめて不公正な取引方法とされます。つ

まり、「不当に」と書かれている取引方法については、不当性がなければ法的には問題に

ならないということです。 

単独での取引拒絶、優越的地位の濫用、拘束条件付取引（販売地域の制限、安

売り業者への販売禁止、選択的流通、販売方法の制限等）、排他条件付取引（専

売店契約、累進的リベート、一手販売契約、輸入総代理店契約等）、抱き合わせ販売

等、多くの取引方法がそれにあたります。少しはご安心されたでしょうか。 

 

ではそもそも「不当性」（公正競争阻害性ともいいます）とは何を指すのでしょうか。①

競争の減殺、②競争手段の不公正、③自由競争の基盤の侵害が認められる場合、

「不当性」があるとしています。 

このうち①の競争の減殺は、競争を回避するパターンと競争（者）を排除するパターン

があります（前者は価格維持効果、後者は市場閉鎖効果と呼びます）が、いずれにせよ

先に述べた「競争を実質的に制限（市場支配力の形成・維持・強化）」の小型版のよ

うなものです。そうすると、私的独占ほど競争を制限している取引ではないですが、競争を

実質的に制限する「おそれ」のある取引について「不公正な取引方法」としていることもイメ

ージできるのかもと思います。 
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また、③の自由競争の基盤の侵害は、「優越的地位の濫用」の根拠になるものです。

ただ、「優越的地位」を個別に立証するのはハードルが高く、時間も要します。下請取引な

どは、一般に優越的地位の濫用が起こりやすいと考えられていますが、一方、取引件数も

膨大で、下請業者の置かれている厳しい経営環境からいって即時の対応が求められるもの

でもあります。そのような下請取引を膨大な案件ごとに、「発注事業者は優越的地位にあ

るのか」とか「下請事業者にどのような不利益を与えているのか」などを一つ一つ検討し

ていくことは、やはり効果的とは言えません。 

このため、「優越的地位の濫用」が生じやすい「下請取引」や「フリーランス取引」に絞っ

て、形式要件を定めて迅速に処理できるように制定されたのが「下請法」や「フリーランス

法（の一部）」です。このため、「下請法」や「フリーランス法（の一部）」は独禁法の特

例法という位置づけになります。 

 

〇 競争制限的な企業結合 

企業結合（合併等）が一度行われるとその解消は容易ではありません。 

このため、ある一定規模以上の会社が企業結合を行う際には、公取委において事前に

審査を行います。具体的には、企業結合後でも市場において競争圧力（抑制力）が

十分に働くのか、協調的行動が生まれやすい市場構造でないか等、競争を実質的に制

限することがないかの検討を行います。 

なお、経済学的には、合併は必ずしも社会的厚生を悪化させるというわけでありません。

合併によってシナジー効果が発揮され、限界費用が大きく低下し、その結果、合併後の市

場価格が低下した場合においては、合併企業の利益を増加させるとともに社会的厚生も

増加させることができます。 
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